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気づいて！つないで！見守ろう！

５月18日（木）に開催された、市町村の高齢者福祉の担当者向けの会議「令和５年度地域支援事業・
認知症施策・介護予防等担当者会議」（県高齢福祉保健課主催）にて、消費者被害防止の観点での見
守りの必要性をご説明するとともに、消費者安全確保地域協議会の設置・運営への協力支援をお願い
しました。今回は、説明した内容を抜粋してお知らせします。

新潟県では｢消費者安全確保地域協議会｣ （高齢者等消費者被害防止
見守りネットワーク）の設置促進と活動の活性化を進めています。

市町村の福祉担当職員の皆さんに協力依頼をしました

研修会支援事業を実施します

〇 地域の高齢者等の見守りは、
安否・認知症・徘徊等の福祉的な
観点だけでなく、悪質商法などの
消費者被害を防止するという観
点も重要です。

〇 消費者安全確保地域協議会があ
ることで、消費生活相談をきっかけに
介護サービスや成年後見制度などの
福祉サービスに繋がる、という側面も
あります。

〇 高齢者等を消費者被害から守る
ためには、高齢者等と関わる方が小
さな変化に「気づき」、相談窓口へ「つ
ないで」支援を求めることが大切です。

〇 日頃から悪質商法や消費者トラ
ブルの情報を、高齢者等を見守る方
みんなで共有しておくことが「気づき」
のきっかけになります。

〇 市町村においても福祉部門と消
費者行政部門との連携をお願いしま
す。
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県では、消費者安全確保地域協議会の設置促進及び活性化を図る
ため、地域の見守り関係者間の連携強化に向けた研修会の企画や講
師派遣の支援を行います。詳細は別途、市町村ご担当者様にお知ら
せしておりますので、ぜひご検討ください。


